
地域の実情に応じた
子育て支援の展開

〔子ども・子育て支援新制度の主なポイント〕

人口減少地域での展開 大都市部での展開

〔子どもが減少する中で、適
切な育ちの環境を確保する

ことが課題〕

〔潜在的なニーズにまで応え得る
待機児童対策が課題(保育所待
機児童解消加速化プランなど)〕

子どもが減少しても、認定こども園を活
用し、一定規模の子ども集団を確保し
つつ、教育・保育の提供が可能

子どもが減少し、保育所(20人以上)と
して維持できない場合でも、小規模保
育等として、身近な場所で保育の場の
維持が可能

地域子育て支援拠点(子育てひろば)、
一時預かりなど、在宅の子育て家庭に
対する支援を中心に展開

施設・人員に余裕のある幼稚園の認
定こども園移行により、待機児童の解
消が可能

土地の確保が困難な地域でも、既存
の建物の賃借等により、機動的な待機
児童対策を講じることが可能

延長保育、病児保育、放課後児童ク
ラブなど、多様な保育ニーズに応える事
業を中心に展開

①認定こども園制度の改善
幼稚園と保育所の機能を併せ持つ施設
二重行政の解消、財政支援の充実により、
地域の実情に応じた展開が可能

②小規模保育等への財政支援の創設
「小規模保育」(定員６～19人)、「保育
ママ」(定員１～５人)等に対する財政支
援（地域型保育給付）を創設

③地域の実情に応じた子育て支援の充実
市町村の判断で実施できる13の子育て
支援事業を法定、在宅の子育て家庭を
中心とした支援の充実

新制度の基盤市町村が実施主体 社会全体による費用負担

１ 計画の背景 
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２ 計画の位置付け 
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３ 計画の期間 
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１ 第１期計画の進捗 
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２ 市民のニーズ等 
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１ 基本理念 

すすべべててのの人人でで支支ええ合合いい、、笑笑顔顔でで子子育育ちち・・子子育育ててででききるるままちちをを目目指指ししてて 
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２ 基本目標 
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３ 施策の体系 

地域子ども・子育て支援事業の充実（P.26）
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４ 計画期間の推計児童人口 
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